
見附市告示第７２号 

 見附市地方就職学生支援金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和７年４月１日 

                      見附市長  稲 田  亮 

   見附市地方就職学生支援金交付要綱の一部を改正する要綱 

 見附市地方就職学生支援金交付要綱（令和６年見附市告示第１３４号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中「また、国、都道府県、市町村その他公的支援機関等から同趣旨の補助

金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする」を「支援金の金

額は、次の各号に定める金額とする」に改め、同条前段及び中段を削り、同条に次

の各号を加える。 

（１） 就職活動等に係る経費（交通費）について、１０，０００円を上限とし 

   て、１回に限り、東京までの往復交通費の２分の１以内の額（その額に１ 

   ００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を支給する。な 

   お、就職活動等を実施した県内企業から交通費の一部について支給を受け 

   た場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとす 

   る。また、国、都道府県、市町村その他公的支援機関等から同趣旨の補助 

   金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。 

（２） 移住に係る経費（移転費）について、８１，５００円を上限として、１ 

   回に限り、見附市への移住に際して要した移転費について、支援金を支給 

   する。ただし、卒業年度において、前号に掲げる就職活動等に係る経費（交 

   通費）の支給を受けた者に限る。また、国、都道府県、市町村その他公的 

   支援機関等から同趣旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費 

   を補助対象外とする。 

 第３条第１号ア（ア）中「） 大学」の次に「又は大学院」を、「の卒業」の次

に「・修了」を、「ある大学」の次に「等」を、「当該大学」の次に「等」を加え、

「する見込みであること」を「・修了していること。ただし、就職活動等に係る経

費（交通費）については、在学中（卒業見込み）の場合も対象とする」に改め、同

号ア（イ）中「大学」の次に「等」を、「卒業」の次に「・修了」を加え、同号イ



（ア）中「所在する企業に就職することが内定していること」を「移住したこと。

ただし、就職活動等に係る経費（交通費）については、東京圏以外の地域又は東京

圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定している場合も対象

とする」に改め、同号イ（イ）を次のように改める。 

  （イ） 支援金の交付決定がされた後であって、新潟県において地方就職学生 

     支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、移住したこと。 

第３条第１号イに次のように加える。 

   （ウ） 支援金の申請時において、卒業・修了日から１年以内かつ就業 

      開始日から１年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に 

      係る経費（交通費）を申請する場合は、申請時において、就業開 

      始予定日前１年以内であること。 

   （エ） 見附市に、支援金の申請日から５年以上、継続して居住する意 

      思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、 

      卒業後に同条（２）の要件を満たす企業等に就職し、見附市に移 

      住する意思を有していること。 

 第３条第１号ウ（イ）中「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住

者、特別永住者」を「出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の

配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」」

に改め、同条第２号ア（ア）中「すること」を「企業等に、前号アの要件を満たす

大学又は大学院を卒業・修了してから１年以内に就職していること」に改め、同号

ア（イ）中「風俗営業者」の次に「、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含

む者」を加え、同号ア（オ）に次のただし書を加える。 

ただし、移住に係る経費（移転費）について支援金を支給する場合は除く。 

 第４条中「支援金を申請する者は、見附市地方就職学生支援金交付申請書（様式

第１号）、内定証明書（様式第２号）、在学証明書、交通費の領収書、及び本人確

認書類に加え、第３条各号の要件に該当することを証する書類を、卒業後に就職す

る企業の内定後から本市が別に指定する期限までに市長に提出しなければならな

い」を「申請者は、次に掲げる書類を本市が別に指定する期限までに市長に提出し



なければならない」に改め、同条に次の各号を加える。 

（１） 全員が提出必要な書類 

  ア 写真付き身分証明書 

  イ 卒業・修了証明書（卒業・修了日から就業開始日が１年以内のもの） 

  ウ 見附市地方就職学生支援金交付申請書（様式第１号） 

  エ 就職活動等に係る経費（交通費）、移住に係る経費（移転費）の領収 

   書 

  オ 就業証明書（様式第２号） 

  カ 移住元の住所を確認できる資料（住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書（卒 

   業年度の複数年の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出）、卒 

   業年度の複数月の公共料金領収書等） 

  キ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し（確実に振り 

   込み可能となる情報（金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番 

   号・名義人名）が確認できるものに限る。） 

（２） 在学中に交通費を申請する場合に提出が必要な書類 

  ア 在学証明書（卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場 

   合には、発行済み証明書に加筆・捺印（公印）すること。）又は卒業・ 

   修了証明書 

 第７条第１号イ及びウを次のように改める。 

  イ 在学中に就職活動等に係る経費（交通費）を申請する場合であって、申請 

   から１年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかったとき。 

  ウ 在学中に就職活動等に係る経費（交通費）を申請する場合であって、申請 

   から１年以内に見附市に転入しなかったとき（ただし、申請時に既に見附市 

   に住民票がある場合を除く）。 

第７条第１号エ中「就業から」を「就業開始日から」に改め、同号オ中「転入日」

の次に「から３年未満で見附市から転出したとき。ただし、住民票を移さず転出し

ていた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅

い日」を加え、同条第２号中「転入日」の次に「から３年以上５年以内に見附市か

ら転出したとき。ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満た



す企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日」を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１号（第４条関係）を次のように改める。 

 

 



 

 

 



様式第１号の次に次の様式を加える。 

 



 



様式第１号別紙１を次のように改める。 

 

 

 



様式第１号別紙２を次のように改める。 

 

 

 

 



様式第２号（第４条関係）を次のように改める。 

 



 



様式第３号（第５条関係）を次のように改める。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、改正後の見附市地方就職 

学生支援金交付要綱の規定は、この要綱施行日以後に就職先企業に内定した者に適 

用し、この要綱施行日前に就職先企業に内定した者については、なお従前の例によ 

る。 

 


